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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和８年５月 12 日（火）午前８時 52 分～午前９時 16分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長 総務部長

市民部長 地域文化スポーツ部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項１「一般社団法人狛江まちみらいラ

ボと一般財団法人狛江市文化振興事業団との組織統合について」の説明をお

願いします。

部 長 狛江駅北口エリアの更なる賑わいを創出するため、一般社団法人狛江まち

みらいラボと一般財団法人狛江市文化振興事業団の組織統合に向けた検討

を両法人に申し入れるものです。

両法人は、これまでそれぞれの専門性を活かして市と連携し事業を展開し

てきましたが、市民の発想や活力をまちづくりに取り込む体制を整え、組織

力を強化することで、双方の活動拠点である狛江駅北口エリアを総合的に管

理・活用し、より付加価値の高い事業展開や対外的な発信力の向上が見込ま

れます。市の中心としてふさわしい駅前空間として、更なる賑わいの創出と

魅力あるまちづくりを進めるため、組織統合に向けた検討を申し入れるもの

です。

なお、これからの協議となりますが、合併の時期は令和９年４月を目途と

しています。合併に伴う手続きについては、市としても支援を行っていくと

ともに、新たな事業展開等についても別途検討し調整するので、関係部署に

おいては協力をお願いします。

市 長 狛江市文化振興事業団について、地域文化スポーツ部長から何かあります

か。

部 長 狛江市文化振興事業団は、現在エコルマホールの指定管理となっています

が、合併に伴い、これまでの事業を円滑に進められるように協力していきた

いと思います。

市 長 特に意見等なければ、本件について決定します。続いて、審議事項２「行

政提案型市民協働事業について」の説明をお願いします。
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部 長 ４月６日庁議で募集した行政提案型市民協働事業について、７つのテーマ

案の提案がありました。このテーマ案を令和８年度の正式な募集テーマとす

ることについて審議をお願いします。

正式なテーマとして決定したものについては、広報こまえ６月１日号に掲

載するとともに、市ホームページ等で公表を行い、６月１日から７月31日ま

での期間、団体がテーマを設定する市民提案型市民協働事業とともに募集予

定です。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 テーマ案①、③、⑦については、過去２回同じテーマでエントリーしてい

ます。今回の提案に当たり、各部の工夫をお聞かせください。

部 長 テーマ案①防犯まち歩きは、自転車盗の防止をメインとした取組ですが、

今回警察から被害発生が多い地域を絞っていただける話があるため、その地

区で活動する団体への周知等を考えています。

部 長 テーマ案③高齢者等への見守り事業ですが、一人暮らしの高齢者が非常に

多く、通報等を受けて福祉相談課で安否確認をするケースも月に１回前後の

頻度であります。福祉のつなぐシートで各事業所や金融機関から報告いただ

く流れはできていますが、近所の住民は異変に気付いても連絡することを躊

躇してしまうことが散見されます。そのような課題を打破するために、協力

いただける団体があれば、一緒に周知方法を考えながら進めていきたいと思

います。前回お問い合わせをいただいた団体と話を進めていたのですが、先

方の体制で人が集まらないという課題があったため、もう少し丁寧にやりや

すい方法でできればと考えています。

部 長 テーマ案⑦きれいで安全な歩行空間確保サポートは、令和７年度は734件

の道路や不法投棄等に関する苦情があり職員が出動して対応していること

を鑑みて、こうした状況を示して市民にも理解をいただきたいと考えていま

す。

市 長 行政側から各団体等に働きかけをしないとなかなか進まないと思うので、

各団体等と話し合いをし、スムーズに事業ができるようにしてください。

ほかに意見等なければ、案のとおり決定します。

次に、報告事項１「令和７年度狛江市による障がい者就労施設等からの物

品等の調達方針に基づく調達実績について」を報告してください。

部 長 委託等の契約については、こまえ工房他４施設に対して 17 件 166 万 3，

919 円の発注がありましたが、令和６年度の 212 万 3,490 円から約 46 万円、

21.6％の減でした。

令和７年度の内容としては、封入封緘業務が主で 10 件のほか、封筒の作

成・印刷が２件、清掃が４件、謝礼品が１件でした。なお、指定管理者等か
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らの市内の障がい者就労施設等に対する調達はありませんでした。また、名

刺印刷は、23,760 円と、令和６年度の約 2.5 倍に伸びました。

今回減となった主な要因としては、特定健診等における個別通知の封入業

務において、複数枚の書類をまとめたことによる封入作業量の減によるもの、

また、健康ポイント事業において、令和７年度はアプリでの実施となったこ

とにより台紙の封入業務が減となったこと等があります。

令和８年度は、調達実績の向上に向け、令和７年度の歯周病健診の封入業

務のように、これまで封入業務において枚数が大量であったものを複数回、

複数施設に分け就労施設等が受注しやすくすることや、毎年定例的に行って

いる業務での利用、イベント等での記念品や行政視察等での土産品、お菓子

等での利用、指定管理者、一部再委託をする委託事業、実行委員会へ委託す

るイベント等での利用を促すよう改めて周知を徹底します。

また、障がい者就労施設等については特命随意契約が可能であり、契約手

続の事務負担も軽減されるため、市内事業者優先発注に係る実施方針の趣旨

も踏まえ、更なる物品等の調達の推進が図られるよう、積極的な発注及び受

注者への周知、協力の要請をお願いします。

令和７年度の実績については、国等による障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進等に関する法律に基づき、広報こまえ及び市ホームページに公

表します。

市 長 積極的な活用をお願いします。ＤＸ化が進んでいるため、封入封緘業務が

減る傾向にありますが、新たなものがあればよろしくお願いします。

続いて、報告事項２「専決処分の報告について」を報告してください。

部 長 新図書館新築工事（建築工事）について、地方自治法第 180 条第１項の規

定に基づき、平成 28 年 10 月４日議決「市長において専決処分にすることが

できる事項の指定について」により指定された工事請負契約金額の変更につ

いて、５月１日付けで契約変更の専決処分を行いました。

本件については、令和７年５月 14 日に、令和７年第２回定例会において

議決いただき、請負金額６億 6,330 万円で株式会社田中建設と本契約を締結

しました。工事着工後、掘削工事の際に、事前に把握されていない地中埋設

物があり、この撤去・搬出の対応と、急激な物価高騰等の影響で賃金や材料

費が上昇することによりインフレスライドを行う必要性が生じたことから、

５月１日付けで請負金額を 2,018 万 8,300 円増額し、６億 8，348 万 8,300

円とする契約変更を行う必要が生じました。この変更について、「市長にお

いて専決処分にすることができる事項の指定について」第４項の「工事請負

契約の変更で、その変更が議会の議決を経た契約金額の１割以内の増額又は

減額で、かつ、その増減額が 3,000 万円を超えない額であるもの」に該当す
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ることから、専決処分としました。

なお、本専決処分については、庁議後議長へ報告します。

市 長 続いて、報告事項３「下水道管路の全国特別重点調査の結果について」を

報告してください。

部 長 埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、国土交通省より令和７年３月 18

日付けで「下水道管路の全国特別重点調査について（依頼）」の事務連絡が

あり、令和７年度に対象路線の調査を行い、その結果が国土交通省より４月

21 日に公表されました。

市が管理する下水道管路の内、全国特別重点調査の対象延長は、6.848km

です。そのうち、79ｍについては、優先実施箇所として、別途、令和７年９

月 17 日に結果が公表され、9月 22 日庁議で報告しました。

調査の方法は、主に作業員が下水道管路内に入る目視調査にて行いました。

その結果、劣化状況の悪い結果である緊急度Ⅰ、要対策延長が 851ｍ、優先

実施箇所と合わせると 852m。次に悪い緊急度Ⅱ、要対策延長が 337ｍ、優先

実施箇所と合わせると 362m ありました。

なお、緊急度Ⅰ、緊急度Ⅱに該当する箇所については、別途空洞調査を行

い、道路下には空洞が無いことを確認しています。今後、調査結果を精査し、

緊急性の高い箇所から計画的に対応します。

市 長 続いて、報告事項４「蔵書点検に伴うこまえみライブラリーＫｉｄ'ｓの

臨時休館について」を報告してください。

部 長 こまえみライブラリーＫｉｄ'ｓを６月２日から９日まで休館します。６

月２日は通常の休館日ですが、６月３日から９日までは、狛江市図書館運営

規則に定める特別整理期間のための臨時休館となります。この臨時休館に伴

い、５月 18 日以降の貸出期間については、通常の休館日を除いた２週間に

加え、臨時休館期間の７日間を延長します。広報こまえ５月 15 日号、図書

館ホームページ等で周知します。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 従前の点検期間はどれくらいでしたか。ＩＣタグ導入によって短縮された

のでしょうか。

部 長 こまえみライブラリーとしては初めての蔵書点検なので、期間短縮に向け

て点検方法を精査します。

市 長 その他ありますか。

部 長 東京都からの連絡事項についてです。

４月 24 日に開催された企画担当課長会において、東京都より連絡事項が

ありました。補助金や広域連携支援等について４事業の案内があるので、各

部で活用について検討いただき、申請する場合や問い合わせがある場合は、
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政策室まで連絡をお願いします。

市 長 活用できるものは積極的に活用してください。

他にありますか。

部 長 令和７年度予算の執行確認についてです。

会計課から３月４日付け事務連絡にて各所属長宛てに「年度末・年度当初

の伝票処理について」、財政課から４月６日付け事務連絡にて各所属長宛て

に「令和７年度予算執行の最終確認について」の文書を発出しているように、

出納整理期間は、約２週間後の５月 31 日までです。本年は５月 30・31 日が

土曜日・日曜日であることから、実質的には 29日金曜日で終了となります。

監査委員からの指摘事項として、「補助金交付事務等の適正執行」として、

狛江市が支出する補助金の過払いの発生や、執行漏れ、資金前渡の精算処理

などについて指摘を受けています。また、狛江市が収入する国や東京都等か

ら交付される補助金・交付金についても、事務の遺漏等が散見されています。

庁議後、財政課長名で適正な事務取扱いについて事務連絡を発送するので、

令和７年度予算については未調定、未収債権等の確認、令和８年度の申請等

には適正な事務執行に注意してください。

今一度、出納整理期間の終了に向け、歳入・歳出ともに債権や債務の捕捉

漏れ等の確認をお願いします。

市 長 本件については、毎年お願いをしていますが、点検方法等も含めて確認し、

漏れのないようにお願いします。

他にありますか。

部 長 ＦＣ東京市民招待企画の実施結果についてです。

５月２日に開催し無事終了しました。250 組 500 人の市民招待企画を実施

し、多数の応募がありました。試合は、２－０でＦＣ東京が勝利しました。

当日は来場者に対して、ＧＡＰ野菜の紹介チラシとハガキを産業振興課に提

供いただき、オリジナル不織布バッグと合わせて 1,000 セット配布し、好評

いただきました。

市 長 他にありますか。

部 長 令和８年大槌町林野火災義援金（岩手県）の受付開始に伴う公共施設等へ

の募金箱の設置についてです。

日本赤十字社での令和８年大槌町林野火災義援金について、市ホームペー

ジに掲載し、支援を強化するため、公共施設等へ募金箱を設置しました。

募金箱設置場所は市内 10 施設、設置期間は５月８日から８月 31 日までを

予定しています。各公共施設等には、事務連絡にて協力依頼をさせていただ

きました。

市 長 他にありますか。
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部 長 熱中症予防スポット等の開放及び市民向け周知についてです。

市では例年、公共施設及び市内の郵便局やコンビニ等の協力施設を熱中症

予防スポットとして開放するとともに、市民向けに熱中症予防スポットマッ

プを配布する等周知を行っています。現在、のぼり旗やステッカー、経口補

水飲料の配布等、令和８年度のスポット開設に向け準備を進めており、広報

こまえ６月１日号で周知する予定ですが、例年、ゴールデンウィーク頃には

気温も上がり熱中症への注意が必要となることから、市ホームページでは４

月下旬から熱中症予防に関する周知を開始し、公共施設へのステッカー掲示

や熱中症予防スポット開放についても対応を前倒して、本日以降に順次、実

施します。

その他の周知としては、狛江市介護事業者・社会資源把握支援システム（ケ

ア倶楽部）を利用した介護事業者向け熱中症予防スポットに関する情報共有

や、５月 21 日発行の「こまエコ通信」への記事掲載、また、例年同様、65 歳

以上の高齢者には介護保険料決定通知書に熱中症予防スポットマップを同

封し個別にお知らせします。

各施設所管部署においても、高齢者等の市民が施設内で休憩が取れるよう

配慮及び情報の共有をお願いします。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 この通知には、エアコン設置助成についても同封するのでしょうか。

部 長 エアコン設置助成については同封しません。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、５月 19

日午前９時 00 分から開催します。


